
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
政策１ からだとこころの健康づくり 

 ■政策目標（総合目標の達成につながる指標）（政策１） 

・健康的な日常生活を送れていると感じる人の割合 

・文化芸術活動に取り組む環境が整っていると感じる 

 人の割合 

・スポーツ環境や機会が整っていると感じる人の割合 

■主な事業と目標（政策１） 

■政策の目指す方向 

基本構想実施計画（第２期）政策ごとの指標と事業のイメージ 

・必要な医療サービスの利用環境が整っていると感じ

る人の割合 

・必要な福祉サービスの利用環境が整っていると感

じる人の割合 

■施策の展開 

●新興感染症にも対応できる強い健康危機管理
体制づくりの推進 
 
●多様な主体による健康づくりの推進 
 
●病気の予防と健康管理の充実 
 
●「食べる健康」の推進 
 
●適切で質の高い、持続可能な医療・福祉を提
供する体制の構築と人材の確保・育成・定着 
 
●高齢者の暮らしを支える体制づくり 
 
●こころの悩みに寄り添う対策の充実 
 
●文化芸術を楽しむ機会と環境づくり 
 
●文化財の保存と活用 
 
●「わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ」を契
機としたスポーツを楽しむ（「する」「みる」
「支える」）環境づくり 
 
●魅力ある公園づくり 
 
●人と動物の豊かな関わり 

それぞれの上昇 

●新型コロナウイルス感染症への引き続きの対応にくわえ、今後の新興感染症や自然・事故災害等を見据え、コロナ禍の経験

を生かした強い健康危機管理体制づくりを進める。また感染症拡大などの突発的な事態の発生時にも適切に医療・福祉サービ

スが提供できる体制強化を図る。 

●生まれるときから人生の最終段階を迎えるときまで、誰もが自分らしくからだもこころも健やかな生活を送ることができる

よう、生涯を通じた健康づくりと健康管理による予防を推進するとともに、多様なニーズに対応しながら、切れ目のない医療

や介護などのサービスの適切な提供体制の整備や地域づくりを進める。 

●メンタルヘルスケアや相談体制の充実を図り、こころの健康を支える仕組みづくりを進める。 

●文化・スポーツを楽しめる機会や環境整備、魅力ある公園づくりを進めることで、誰もがこころもからだも元気で、豊かさ

が溢れる地域づくりを進める。 

●「わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ」開催を契機として、県内のスポーツ施設の計画的な整備・充実を行うとともに、競

技力向上やスポーツを通じた健康づくりへの取組の促進等レガシーの創出を図る。 

※政策１を例に作成 

各部局と意見調整しながら、現在作成中 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■その他 関連指標 （政策１の推進により影響が出ると考えられる指標など） 

・自殺死亡率（人口 10万人対） ・特定健康診査率受診率 

・介護職員数（人）※標本調査による推計値 ※モ 

・がんの死亡率（75歳未満の年齢調整死亡率） 

       （人口 10万人対） 

・特定保健指導対象者の割合の減少率（2008年度比：％） 

・救急搬送の重症患者における受入医療機関決定ま

での照会回数 4回以上の割合（％） 

・初期臨床研修医採用数（人） ・認知症サポーター養成数（人） 

・訪問看護利用者数（人） 

・スポーツボランティア登録者数（人） 

・客観的健康寿命（日常生活動作が自立してい

る期間の平均）（男性）※モ 

・主観的健康寿命（日常生活に制限がない期

間の平均）（男性）※モ、3年毎 

・平均寿命（男性） ※モ 

・生活習慣病受療者数（人口 10万人あたり）※モ、3 年毎 

・調整済み要介護認定率（65歳以上） ※モ 

・特定健診受診率 ※モ 

・市町や民間団体等と連携した文化芸術事業実施数（滋賀県芸術

文化祭参加事業数および美の資源を活用した取組事業数）（件） 

・文化財を活用した県実施事業参加者数（人） 

 

・自殺死亡者数（人口 10万人対）※モ 

・悩みやストレスのある人の率 ※モ、3年毎 

・悩みやストレスを相談したいが誰にも相談できないでい

る人の率 ※モ、3年毎 

・医療施設に従事する医師数（人口 10万人あたり） 

※モ、2年毎 

・就業保健師、助産師、看護師、準看護師数 

（人口 10万人あたり）※モ、2年毎 

・客観的健康寿命（日常生活動作が自立してい

る期間の平均）（女性）※モ 

・平均寿命（女性） ※モ 

・主観的健康寿命（日常生活に制限がない期

間の平均）（女性）※モ、3年毎 

・悩みやストレスを相談したいが、どこに相談したらよい

かわからない人の率 ※モ、3年毎 

・感染症患者数（（１～３類感染症（結核を除く）） ※統 

・新型コロナウイルス感染症患者数 


